
栃木市監査委員告示第３号   

 

  地方自治法第１９９条第 1 項及び第４項の規定による定例監査を、

都市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定によりその

結果を次のとおり公表いたします。  

 

                            令和元年７月８日  

 

                 栃木市監査委員  藤 沼 康 雄   

 

 

                 栃木市監査委員  茂 呂 健 市   

 

 

１．監査の実施日   令和元年６月２５日 

２．監 査 の 対 象        消防本部  

          消防総務課 予防課 警防課 通信指令課  

         消防署  

          消防第１課 消防第２課 藤岡分署 大平分署  

          都賀分署 西方分署 岩舟分署  

３．監 査 の 方 法       

    令和元年５月末日までに執行された事務事業について、関係する

帳簿類、証ひょう書類の提出を求め、その効率性と適法性等を照査、

検討し、関係職員の説明を聴取して実施した。  

予算の執行状況については、平成３０年度の執行状況を記載した。 

４．監 査 の 結 果       

    次 の と お り       

 



消 防 本 部 

◎  消防総務課 

 

１．事務組織及び職員  

    消防総務課には２係が置かれ、課長ほか２１名でそれぞれ事務を

分掌している。  

                             

２．事務事業の実施状況  

    消防総務係では、消防職員研修事業、消防本部管理事業、消防本

部運営事業、消防職員福利厚生事業、消防庁舎整備事業、防火衣一

式更新事業等が行われている。  

消防団係では、消防団運営事業、水防対策事業、消防施設維持管

理事業、消防ポンプ自動車等購入事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳入は、予算現額 27,424,000 円に対し、収入済額

26,247,823 円で 95.71％の収入率である。  

    その主なものは、東北道・北関東道救急業務負担金、危険物施設

設置許可等手数料、緊急消防援助隊設備整備費補助金である。  

   一般会計の歳出は、予算現額 401,814,000 円に対し、支出負担行

為額 387,384,395 円で 96.41％の執行率である。  

  その主なものは、消防団員報酬、火災・訓練出場手当、消防団員

公務災害補償等負担金、消防職員用消耗被服費、消火栓設置工事負

担金、消火栓維持管理負担金、消防ポンプ自動車購入費、栃木方面

隊第８分団第４部機械器具置場新築工事費、栃木市消防本部・栃木

市消防署庁舎整備基本計画策定業務委託料である。  

    なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書  

類等は適正に処理されていた。  



◎  予防課 

 

１．事務組織及び職員  

    予防課には３係が置かれ、課長ほか１１名でそれぞれ事務を分掌

している。   

 

２．事務事業の実施状況  

  予防係では、火災予防・火災調査業務が行われている。  

危険物係では、現場調査等危険物業務が行われている。  

査察係では、立入検査等査察業務が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳出は、予算現額 1,326,000 円に対し、支出負担行為

額 1,283,672 円で 96.81％の執行率である。  

   その主なものは、事務用消耗品代である。  

  なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  

 



◎  警防課 

 

１．事務組織及び職員  

    警防課には２係が置かれ、課長ほか４名でそれぞれ事務を分掌し

ている。   

 

２．事務事業の実施状況  

  警防係では、器材等管理事業、消防車管理事業、消防・救急等資

機材購入事業等が行われている。  

救急管理係では、救急救命士養成事業、救急車管理事業、高規格

救急自動車購入事業、応急手当普及啓発事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

   一般会計の歳出は、予算現額 68,220,000 円に対し、支出負担行為

額 65,090,319 円で 95.41％の執行率である。  

   その主なものは、消防車両及び救急車両の修繕料及び車検整備代、

高規格救急自動車購入費、空気呼吸器等資器材購入費である。  

   なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  

 



◎  通信指令課 

 

１．事務組織及び職員  

    通信指令課には２係が置かれ、課長ほか１０名でそれぞれ事務を

分掌している。  

  

２．事務事業の実施状況  

  指令第１係及び指令第２係では、通信指令システム事業、消防救

急デジタル無線施設維持管理事業、通信施設電源更新事業、１１９

番外国人電話通訳事業等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    一般会計の歳出は、予算現額 31,140,000 円に対し、支出負担行為

額 30,981,458 円で 99.49％の執行率である。  

  その主なものは、指令回線等システム使用料、消防指令装置保守

点検委託料、消防救急デジタル無線保守点検委託料である。  

なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書  

類等は適正に処理されていた。  

 



消 防 署 

◎ 消防第１課  消防第２課  藤岡分署  大平分署  都賀分署 

  西方分署  岩舟分署 

 

１．事務組織及び職員  

    消防第１課には４係が置かれ、課長ほか２８名でそれぞれ事務を

分掌している。  

    消防第２課には４係が置かれ、課長ほか２７名でそれぞれ事務を

分掌している。  

  各分署には２係が置かれ、藤岡分署では分署長ほか１５名、大平

分署では分署長ほか１７名、都賀分署では分署長ほか１３名、西方

分署では分署長ほか１３名、岩舟分署では分署長ほか１５名でそれ

ぞれ事務を分掌している。  

                                                               

２．事務事業の実施状況  

    消防第１課及び消防第２課の消防係、救助係、指導係及び救急係

では、消防署共通管理事業、栃木消防署管理運営事業、各分署管理

運営事業等が行われている。  

  各分署の第１係及び第２係では、火災その他の災害の警戒防ぎょ

及びその対策業務等が行われている。  

 

３．予算の執行状況  

    消防第１課の一般会計の歳出は、予算現額 26,262,000 円に対し、

支出負担行為額 26,256,005 円で 99.98％の執行率である。  

  その主なものは、救急活動及び火災業務等用消耗品代、救急活動

用医薬品代、大型油圧救助器具等借上料、庁舎用及び車両用燃料代、

栃木消防署電気料及び水道料である。 

    消防第２課の一般会計の歳出は、予算現額 17,047,000 円に対し、

支出負担行為額 16,985,919 円で 99.64％の執行率である。  

  その主なものは、各分署車両用燃料代、各分署電気料及び水道料

である。 

なお、予算の執行は適正に行われており、その関係する帳簿、書

類等は適正に処理されていた。  

 


